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資料７ 
国立大学法人評価委員会 

 総会(第 51 回)H27.5.27 

 

国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間における各年度終了時の評価に係る実施要領新旧対照表 

 
第３期中期目標期間（素案） 第２期中期目標期間 

国立大学法人及び大学共同利用機関法人の 
第３期中期目標期間における各年度終了時の評価に係る実施要領 

 
平 成   年  月  日 
国立大学法人評価委員会決定 

 
 
 

  

・ 国立大学法人評価においては、各法人が強み・特色を最大限に生かし、

自ら改善・発展する仕組みを構築し、機能強化が図られたかという視点

が重要である。したがって、法人の多様な役割に応じ、世界最高水準の

教育研究の展開や全国の中心的な教育研究の展開、地域活性化の中核的

な役割を担う取組等、法人の多様な役割に応じ、について、適切に評価

を行う。なお、大学共同利用機関法人については、上記の視点に加え、

我が国全体を俯瞰し、学術研究全般の研究機能強化を図るという特性を

踏まえ、個々の大学の枠を越えた共同利用・共同研究に係る取組状況に

ついても、適切に評価を行う。 

・ 各年度終了時の評価は、各法人の自己点検・評価に基づいて行う。具

体的には、各法人の自己点検・評価が着実に行われているかどうかを確

国立大学法人及び大学共同利用機関法人の 

第２期中期目標期間における各年度終了時の評価に係る実施要領 

 

平 成 ２ ２ 年 ６ 月 ２ ８ 日 

国立大学法人評価委員会決定 

 

一部改正：平成２３年１０月２７日 

一部改正：平成２５年１１月６日 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

・ 各年度終了時の評価は、各法人の自己点検・評価に基づいて行う。具

体的には、各法人の年度計画の実施状況等に基づき、中期計画の各項目

１．概要 １．概要 
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第３期中期目標期間（素案） 第２期中期目標期間 
認するとともに、各法人の年度計画の実施状況等に基づき、中期計画の

各項目の進捗状況を確認（項目別評価）し、その結果等を踏まえ、各法

人の特性に配慮しつつ、中期計画の達成に向けた進捗状況の総合的な評

価（全体評価）を行う。 
・ 各法人の質的向上を促す観点から、戦略性が高く意欲的な目標・計画

は、達成状況の他にプロセスや内容を評価する等、積極的な取組として

適切に評価する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（１）項目別評価 
ア．法人による自己点検・評価 
・ 「業務運営・財務内容等の状況（業務運営の改善及び効率化、財務

の進捗状況を確認（項目別評価）し、その結果等を踏まえ、各法人の特

性に配慮しつつ、中期計画の達成に向けた進捗状況の総合的な評価（全

体評価）を行う。 
 

・ 各法人の質的向上を促す観点から、戦略性が高く意欲的な目標・計画

等は、達成状況の他にプロセスや内容を評価する等、積極的な取組とし

て適切に評価する。 

・ 各法人の自己点検・評価が着実に行われているかどうかについて、書

面及びヒアリングを通じて確認する。 
・ なお、別添の「共通の観点」は、平成２２年度から２４年度までの取

組状況については、平成２５年度に実施する平成２４年度評価において、

その状況を評価し、平成２５年度から２７年度までの取組状況について

は、平成２８年度に実施する第２期中期目標期間評価において、６年間

を通じた評価を実施する中で、その状況を評価する。 

・ また、文部科学省において「今後の国立大学の機能強化に向けての考

え方（平成２５年６月２０日）」（以下「機能強化の考え方」という。）

を策定し、平成２５年度から２７年度を「改革加速期間」と定め国立大

学の機能強化に取り組むこととしていることから、平成２５年度から２

７年度の評価においては、中期目標・計画に掲げている事項のうち、「機

能強化の考え方」を踏まえつつ各法人が取り組んだ状況についてもフォ

ローアップし、社会にわかりやすく発信する。 

 

 

（１）項目別評価 

ア．法人による自己点検・評価 

・ 「業務運営・財務内容等の状況（業務運営の改善及び効率化、財務

２．実施方法 ２．実施方法 
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第３期中期目標期間（素案） 第２期中期目標期間 
内容の改善、自己点検・評価及び情報提供、その他業務運営（施設設

備の整備・活用、安全管理及び法令遵守等）の４項目）」について、年

度計画の記載事項ごとに事業の実施状況を自己点検・評価し、実績報

告書に以下の４段階により進捗状況の記号を記載する。 
 ただし、平成３１及び３３年度評価では、進捗状況の記号及びその

判断理由を記載する。 
 
 
 

進捗状況 
「年度計画を上回って実施している」      （Ⅳ） 
「年度計画を十分に実施している」       （Ⅲ） 
「年度計画を十分には実施していない」     （Ⅱ） 
「年度計画を実施していない」         （Ⅰ） 

 
・ 「教育研究等の質の向上の状況」については、実績報告書の「全体

的な状況」欄に総括して記載する。ただし、「産業競争力強化法の規定

による出資等に関する目標の状況」については、上記「業務運営・財

務内容等の状況」と同様の方法により記載する。 
 

イ．国立大学法人評価委員会による検証 
・ 「中期計画の達成に向けて、各年度の業務が順調に進捗しているか

どうか」という観点から、年度計画の記載事項ごとに、自己点検・評

価や計画設定の妥当性も含めて総合的に検証する。 
・ 上記検証は、書面調査及びヒアリングを通じて行う。 
・ 法人による自己評価と国立大学法人評価委員会の評価が異なる場合

は、その理由等を示す。 

内容の改善、自己点検・評価及び情報提供、その他業務運営（施設設

備の整備・活用、安全管理等）の４項目）」について、年度計画の記

載事項ごとに事業の実施状況を自己点検・評価し、実績報告書に以下

の４段階により進捗状況の記号を記載する。 

ただし、平成２４年度評価では、進捗状況の記号及びその判断理由

を記載する。 

      なお、項目内の各記載事項の重要性等を勘案してウェイト付けが

できる。 
 

進捗状況 
「年度計画を上回って実施している」      （Ⅳ） 
「年度計画を十分に実施している」       （Ⅲ） 
「年度計画を十分には実施していない」     （Ⅱ） 
「年度計画を実施していない」         （Ⅰ） 

    
・ 「教育研究等の質の向上の状況」については、実績報告書の「全体

的な状況」欄に総括して記載する。ただし、「平成２４年度補正予算

（第１号）に関する目標の状況」については、上記「業務運営・財務

内容等の状況」と同様の方法により記載する。 

 

イ．国立大学法人評価委員会による検証 

・  「中期計画の達成に向けて、各年度の業務が順調に進捗しているか

どうか」という観点から、年度計画の記載事項ごとに、自己点検・評

価（ウェイト付けを含む）や計画設定の妥当性も含めて総合的に検証

する。 

・ 法人による自己評価と国立大学法人評価委員会の評価が異なる場合

は、その理由等を示す。 
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第３期中期目標期間（素案） 第２期中期目標期間 
 

ウ．国立大学法人評価委員会による評定等 
・ イ．の検証を踏まえ、項目ごとに中期計画の達成に向けた業務の進

捗状況を示すとともに、特筆すべき点や遅れている点にコメントを付

す。なお、平成３１年度評価では、「共通の観点」に関する取組状況等

も勘案する。 
・ 学士・修士・博士・専門職学位課程ごとの収容定員の充足率が一定

程度（９０％）以上となっているかどうかを勘案し、評価する。 
 
・ 進捗状況は、以下の５段階により評定する。なお、評定は、基本的

には各法人の中期計画に対するものであり、相対比較するものではな

いことに十分留意する。 
 

評定 判断基準（目安） 
中期計画の達成に向けて 
特筆すべき進捗状況にある 

国立大学法人評価委員会が特に認

める場合 
中期計画の達成に向けて 
順調に進んでいる 

すべてⅣ又はⅢ 

中期計画の達成に向けて 
おおむね順調に進んでいる 

Ⅳ又はⅢの割合が９割以上 

中期計画の達成のためには 
遅れている 

Ⅳ又はⅢの割合が９割未満 

中期計画の達成のためには 
重大な改善事項がある 

国立大学法人評価委員会が特に認

める場合 
 
※ 上記の判断基準は目安であり、各法人の諸事情（「共通の観点」に

関する取組状況等を含む。）を勘案し、総合的に判断する。 

 

ウ．国立大学法人評価委員会による評定等 

・  イ．の検証を踏まえ、項目ごとに中期計画の達成に向けた業務の進

捗状況を示すとともに、特筆すべき点や遅れている点にコメントを付

す。なお、平成２４年度評価では、「共通の観点」に関する取組状況

等も勘案する。 
 
 
 

・ 進捗状況は、以下の５段階により評定する。なお、評定は、基本

的には各法人の中期計画に対するものであり、相対比較するもので

はないことに十分留意する必要がある。 

 

評定 判断基準（目安） 
中期計画の達成に向けて 
特筆すべき進捗状況にある 

国立大学法人評価委員会が特に認

める場合 
中期計画の達成に向けて 
順調に進んでいる 

すべてⅣ又はⅢ 

中期計画の達成に向けて 
おおむね順調に進んでいる 

Ⅳ又はⅢの割合が９割以上 

中期計画の達成のためには 
やや遅れている 

Ⅳ又はⅢの割合が９割未満 

中期計画の達成のためには 
重大な改善事項がある 

国立大学法人評価委員会が特に認

める場合 
 

※１ 上記の判断基準は目安であり、各法人の諸事情（「共通の観点」

に関する取組状況等を含む。）を勘案し、総合的に判断する。 
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第３期中期目標期間（素案） 第２期中期目標期間 
 
 
 
 

・ 「教育研究等の質の向上の状況」については、実績報告書の「全体

的な状況」欄の総括的な記載等を踏まえ、注目すべき点にコメントを

付す。ただし、「産業競争力強化法の規定による出資等に関する目標の

状況」については、上記「業務運営・財務状況等の状況」と同様の方

法により評定を行う。 
 

（２）全体評価 
  項目別評価結果及び実績報告書の「全体的な状況」欄の総括的な記

述等を踏まえ、各法人の特性に配慮しつつ、各法人が中期目標の前文

に掲げている「基本的な目標」に対する具体的な取組状況及び中期計

画の進捗状況を記述式により評価する。 
  また、戦略性が高く、意欲的な目標・計画については、進捗状況を

記述する。 
 

（３）法人への意見申立て機会の付与 
評価の透明性・正確性を確保するため、評価結果の決定に先立ち、

各法人に評価結果案を示し、意見申立ての機会を付与する。 
 
（４）評価結果の決定・公表 

評価結果を決定した後、各法人に通知するとともに、実績報告書と

併せて公表する。 
 
 

※２ 各法人がウェイト付けした事項を勘案し、評価する。 

※３ 学士・修士・博士・専門職学位課程ごとの収容定員の充足率が

一定程度（９０％）以上となっているかどうかを勘案し、評価する。 

 

・ 「教育研究等の質の向上の状況」については、実績報告書の「全体

的な状況」欄の総括的な記載等を踏まえ、注目すべき点にコメントを

付す。ただし、「平成２４年度補正予算（第１号）に関する目標の状

況」については、上記「業務運営・財務状況等の状況」と同様の方法

により評定を行う。 

 

（２）全体評価 

項目別評価結果及び実績報告書の「全体的な状況」欄の総括的な記

述等を踏まえ、各法人の特性に配慮しつつ、各法人が中期目標の前文

に掲げている「基本的な目標」に対する具体的な取組状況及び中期計

画の進捗状況を記述式により評価する。なお、平成２５年度から２７

年度においては、中期目標・計画に掲げる事項のうち、「機能強化の

考え方」を踏まえつつ取り組んだ状況についても、記述する。 

 

（３）法人への意見申立て機会の付与 

評価の透明性・正確性を確保するため、評価結果の決定に先立ち、

各法人に評価結果案を示し、意見申立ての機会を付与する。 

 

（４）評価結果の決定・公表 

評価結果を決定した後、各法人に通知するとともに、実績報告書と

併せて公表する。 
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第３期中期目標期間（素案） 第２期中期目標期間 

 

 ６月末日まで  各法人が実績報告書を提出 
 ７月～８月   実績報告書を調査・分析 
 ８月下旬～９月 評価結果案の策定、各法人に提示 
 ９月      評価結果案に対する各法人の意見申立て 
 １０月下旬   評価結果の決定、各法人に通知・公表 

 

 ６月３０日まで 各法人が実績報告書を提出 

 ７月～８月    実績報告書を調査・分析 

 ８月下旬～９月  評価結果案の策定、各法人に提示 

 ９月       評価結果案に対する各法人の意見申立て 

 １０月下旬    評価結果の決定、各法人に通知・公表 

 

３．スケジュール ３．スケジュール 


